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株式会社　グロージオ　　エコアクション２１

基本理念

　  当社は、総合建設業者として地域の皆様と共に歩んでまいりました。

お客様に信頼される施工と同時に常に地域社会貢献・環境保全に努め

人と地球にやさしい環境づくりに積極的に取り組んでまいります。

環境経営方針

  １．　省資源・省エネルギー活動の推進

　　　ＣＯ 排出、廃棄物の削減、水の排出の低減に努力する

  ２．　リサイクル活動の推進

  ３．　環境関連の法規等の遵守

  ４．　環境経営活動の継続的改善を誓約する

  ５．　環境災害を起こさない

  ６．　ICT導入による施工を行い工事の効率化を図り生産性向上を図る

  ７.   働き方改革を推進し担い手確保に努める

  ８.  地域住民の生活に配慮した事業環境を推進し地域貢献を行う

  ９．　全社員に対して環境教育を行い、水平展開を図り環境経営の意識を向上する

１０．　環境の取組状況を公表し社会とのコミュニケーションをとる。

株式会社　グロージオ

代表取締役社長　栗田　良久
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事業所及び代表者

株式会社　グロージオ

代表取締役社長　栗田　良久

所在地

本社　

〒４２７－００５３

住所　 静岡県島田市御仮屋町８８６３番地の１

ＴＥＬ　０５４７－３６－２０００　　ＦＡＸ　０５４７－３６－０７０７

Ｍail  info@growgeo.com

ＵＲＬ http://www.growgeo.co.jp

神奈川営業所

〒４５１－００４２

神奈川県秦野市戸川９９４－９

TEL　０４６３－７２－７６０２

静岡東部営業所

〒４１０－０８２２

静岡県沼津市下香貫下障子３２０８-１

TEL　０５５－９５５－６６３６

資材置場

〒４２７－００３８

島田市稲荷一丁目４０３９番地

ＴＥＬ　０５４７－５４－４７０３

(令和5年2月に閉鎖）

元島田ストックヤード

〒４２７－００５７

島田市元島田９６０８－１

TEL　０５４７－３９－５６１０

(令和5年2月本格移転予定）

エコアクション２１　環境管理責任者及びエコアクション２１事務局

管理部　　　　　　 （環境管理責任者）

安全環境管理室 　　 鈴木　満之助

　長江　紀子

事務局Ｍail  keiri@growgeo.com

令和4年7月31日

松永　年弘

事務
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建設業 （土木 、建築、大工、とび・土工、石、鋼構造物 、ほ装、しゅんせつ、

内装仕上げ及び水道施設の工事業）

許可登録 建設業許可
許可番号　 国土交通大臣　許可（特－２）　第　５５７７号

許可年月日

有効年月日

土木工事業 建築工事業

大工工事業 左官工事業

とび・土工工事業 石工事業

屋根工事業 タイル・れんが・ブロック工事業

鋼構造物工事業 鉄筋工事業

舗装工事業 しゅんせつ工事業

板金工事業 ガラス工事業

塗装工事業 防水工事業

内装仕上工事業 熱絶縁工事業

建具工事業 水道施設工事業

解体工事業

事業規模

　　昭和２４年　５月

    昭和４１年　６月

54期 55期 56期 57期

単位 2018年 2019年 2020年 2021年

百万円 2,419 2,949 3,057 2,736

人 75 75 75 77

百万円 90 90 90 90

㎡ 1,045 1,045 1,045 1,045

車両台数
軽自動車　8台　普通自動車　５8台　

重機台数

バックホウ1台

バックホウ2台は令和3年10月に売却しました

認証登録の対象範囲
全組織・全事業活動

本社、静岡東部営業所、神奈川営業所、資材置場

建設業（土木、建築、大工、とび・土工、石、鋼構造物、ほ装、しゅんせつ、内装仕上、水道施設工事業）

事業の内容

令和7年7月4日

許可業種

令和2年7月5日

創業

会社設立日

完工高

規模

資本金

従業員数（パート含む）

7ｔユニック　1台　4ｔユニック　1台　2ｔトラック　1台

本社床面積
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代表取締役社長 　　　基本理念、環境方針の制定、見直し

栗田　良久 　　　環境管理責任者の選任

　　　統括責任者としてシステム全体のチェックをする

　　　全従業員へ活動内容の周知徹底

　　　全体の評価と見直し

　　　課題とチャンスの明確化

環境管理責任者 　　　環境システムの総責任者

松永　年弘 　　　環境活動経過報告を代表取締役社長に報告

　　　環境活動計画の制定及び改善

　　　環境教育の立案

（エコアクション２１事務局） 　　　情報収集、実績把握、データの分析

鈴木　満之助 　　　環境への負荷チェック、取組への負荷チェック

長江　紀子 　　　環境活動レポート作成

　　　環境法規の記録及び書類管理

　　　全社員に環境教育を行う

　　　災害訓練等の実施計画作成

　　　問題点の是正、予防処置の確認

本社部門 　　　環境方針を理解する

　　　環境活動の実施と進行管理

　　　事務管理（記録の把握、文書の作成）

　　　部門における環境活動を実施

現場部門 　　　環境方針を理解する

　　　環境活動の実施と進行管理

　　　事務管理（記録の把握、文書の作成）

　　　環境負荷の低減に努める

　　　協力業者への環境教育指導徹底

　

長江　紀子

鈴木　満之助

土木部長

工事現場責任者

作業所長

工事現場責任者

現場代理人

土木部責任者本社　責任者

責任者　所長

静岡東部営業所

責任者　所長

神奈川営業所

管理部長

株式会社　グロージオ　　　エコアクション２１組織図

エコアクション21　事務局

建築部責任者

建築部長

環境管理責任者　松永　年弘

各部署の役割・責任・権限

令和4年7月1日

職名 役割・責任・権限の内容

栗田　良久

社長

山本　利彦

会長

代表取締役

資材室長

資材置場責任者
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　　※　　達成状況の評価　　　　　 　○・・・達成　　　×・・・未達成

運用期間

単位 達成

削減率 目標値 削減率 実績値

Kｇ-CO2 462,362 474,684 ×

購入電力量 KWｈ -3% 124,330 156,992 ×

Kｇ-CO2 61,430 74,112

本社(各営業所含む） KWｈ -3% 90,784 91,583 ×

現場 KWｈ -3% 33,546 65,409 ×

ガソリン使用量  -2% 85,748 77,804 〇

Kｇ-CO2 198,935 171,227

軽油使用量  -5% 77,488 87,389 ×

Kｇ-CO2 199,920 225,465

灯油使用量  -5% 826 1,552 ×

Kｇ-CO2 2,057 3,864

ガス使用量 m -2% 9.5 7.7 〇

Kｇ-CO2 20 16.63

水使用量 m -3% 139 296 ×

廃棄物排出量（産廃） t -3% 1,636 1,315 〇

廃棄物排出量（一般） t -3% 2.4 3.11 ×

％ 〇

現場の産業廃棄物は令和3年4月分より令和4年3月分を集計

二酸化炭素総排出量の中の購入電力については、中部電力㈱の29年度分排出係数0.472（Kg-CO2)で計算、ただし神奈川営業所、静岡東部営業所は東京電力㈱の28年度分排出係数0.474（ｋｇ－ＣＯ２）で計算

本社移転後9年が経過した為中長期の目標では新たに54期～56期の平均値を基準年としました

ガスの使用量は営業所で使用するのみです

中長期目標

単位

Kｇ-CO2

購入電力量 KWｈ

Kｇ-CO2

本社(各営業所含む） KWｈ

Kｇ-CO2

現場 KWｈ

Kｇ-CO2

削減目標率（％）

ガソリン使用量  

Kｇ-CO2

削減目標率（％）

軽油使用量  

Kｇ-CO2

削減目標率（％）

灯油使用量  

Kｇ-CO2

削減目標率（％）

ガス使用量 m 

Kｇ-CO2

削減目標率（％）

水使用量 m 

削減目標率（％）

廃棄物排出量（産廃） t

削減目標率（％）

廃棄物排出量（一般） t

削減目標率（％）

運用期間

478,953 462,360 457,572 452,782二酸化炭素総排出量

60期目標数値58期目標数値

1,603

210,442

令和4年7月～令和5年6月

-7%

136

令和6年7月～令和7年6月

59期目標数値

15,670

88,912

809

194,875

16,323

33,200

45,596

33,546

15,833

45,126

202,995

81,567

1,687.6

9.5

-3%

-4%

817

197,815

826

199,919

-5%

76,672

廃
棄
物
排
出
量 -3% -4%

水

排

出

量

1,620

870

1,636

9.3

環境経営活動目標とその実績表

基準年

2.56

54期～56期平均

9.4

128,176

-4%

196,905

二
酸
化
炭
素
排
出
量

水

排

出

量

144

廃

棄

物

排

出

量

2,166

87,498

二
酸
化
炭
素
排
出
量

9.7

63,330

77,488

90,784

61,429

93,592

-3%

34,584

198,935

32,854

85,748

89,848

124,330

60,162

-5%

83,998

44,656

57期（目標）

870

93,592

基準年

57期（実績）

210,442

81,567

144

47,007

5７期（令和3年7月～令和4年6月）

54期～56期平均

87,498

128,176

2,166

34,584

478,953

202,995

2,014

63,330

9.7

20.95

92%

-4%

121,766

1,687.6

15,506

令和5年7月～令和6年6月

60,796

84,873

-3%

139 138

-4%-2%

-5%-4%

-3%

-5%

2.432.56

-3%

2.48 2.45

20

工期短縮遵守率 受注件数の80％以上

-5%

2,057

-5% -7%

75,857

195,711

二酸化炭素総排出量

20.95 20.5 20.3

-6%

2,036

-2%

-6%

123,048

工期短縮遵守率 ％ 受注件数の80％以上 受注件数の80％以上 受注件数の80％以上 受注件数の80％以上
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評価日

コロナ感染対策を行い社員、家族、協力業者の健康維持に努める

裏紙をＦＡＸ用紙やメモ用紙として再利用する

会議はプロジェクター、チームスを使用し、社内連絡は携帯メールを使用しペーパーレスに取組む

仮設材の再利用を推進する

残木材等を使用し工事看板、PR看板を作成する

ペットボトルのキャップ、古切手、ベルマークを社会島田社会福祉協議会に寄付する

災害時など地域支援・行政などによる救援活動への協力

定期的に漏水確認を行う

節水を促す注意書きをする

可燃ごみ・不燃ごみの分別収集

缶・瓶・ペットボトルの分別収集

産業廃棄物の分別収集

安全環境管理室による月一回の事業主パトロール時に環境項目に着目し確認を行う

ハイブリッド車の導入を検討（予算による）

作業の効率化（ICT導入）、施工ミスの撲滅、残業時間の抑制

週休2日相当での施工を実施（休日確保の取組）

使用材料の歩留率の向上

重機、仮設材等のリース期間を短縮し経費削減を図る

地域住民への配慮をした工法の選択し環境災害を発生させない取組を行う

すべての社用車の点検（３カ月単位）

定期的なエンジンオイル交換・タイヤの空気圧チェック

エコドライブの徹底（急発進・空ふかしをしない）

毎月の給油数、走行距離を記載した運行記録簿を提出する

必要最小限な荷物しか車両に載せない（安全環境室による確認）

燃費の悪い車両の見直し

現場周辺の清掃活動、小さな親切運動に参加しました

雨水を有効活用する

安全と環境のパトロールを実施し、問題点を指摘するようにしました

本社及び現場周辺の清掃活動、イベントに積極的に参加、協力し地域住民とのコミュニケーションをとる

現場で対応しました

島田社会福祉協議会に寄付を行いました

資材部で間伐材等を使用して工事看板を設置しました

要請があった場合に備えて訓練、備蓄品の確認を行いました

マニフェスト伝票の集計、管理、交付状況報告

コピー用紙の両面印刷

電力使用量の削減

各現場で施工ミスが発生しないよう段階確認を重点的に行いました

適正配置が行われているか幹部会で確認を行いました

本社の全部屋で午後７時に切れるように設定しています

目標値を定めピーク時にアラームが鳴るように設定しました

本社と現場を繋いでリモート会議を実施

ゴーヤで緑のカーテン、屋上散水を行い冷房の使用を抑制する取組を行いました

現場で使用する重機が適正配置されているか確認する（低騒音型重機使用）

工事施工検討会、工事反省会、幹部会（リモート）を実施

作業休憩時には車両、重機のエンジンを停止する(スプリングワイヤー使用）

担当者

管理部　松永

管理部　鍋島

土木部　岩崎

毎月運行記録簿を提出する際に記載しました

本社、営業所、各現場で注意喚起をするポスターを掲示しました

住民説明会で環境についても説明を行い、地域住民と交流を深めました

休日確保ができる工程で作業を実施しました

働き方改革を実践しながら生産性向上に努めました

土木部、集会室のエアコンフィルターを掃除しました

燃料使用量の削減

工期短縮

管理部　松永

廃棄物の削減

島田建設業協会、島田建進会でのボランティアに積極的に参加する
その他（社会貢献活動など）

ガードレールの塗装ボランティア、清掃活動に参加しました

体温測定の徹底、消毒液の設置など感染対策の徹底に努めました

管理部　松永

管理部　鍋島

令和4年6月15日

電子化に努めました

令和3年度　環境経営活動計画とその評価

活動計画

各現場で実施し廃棄物処理会社に委託して処理しました

本社、各現場で実施しました

水使用量の削減

  株式会社　グロージオ

詳細

新技術の提案

施行検討会を実施し工程、予算、環境、安全について確認を行いました

運行管理者は点検記録簿を確認し車両毎の燃費を確認しました

本社、営業所、現場事務所で徹底しました

技術提案の提出

評価

不要な照明は消灯する

本社各部署、営業所、現場事務所で実施しました

本社各部署、営業所、現場事務所で実施しました

本社、営業所、各現場事務所で徹底しました

コロナ禍で定期的に換気を実施した為、徹底が不十分でした

各現場で朝礼時に注意喚起を行いました

今期は導入はありませんでした

3台の入替を行いました

毎月運行記録簿を提出し車両の状態を確認しました

若手社員を中心に運転技術の講習に参加しました

安全運転管理者によるチェックを年2回実施しました

不必要なＯＡ機器・空調の電源を切る

本社、営業所で注意喚起を行いました

雨水タンクを設置し雨水を有効活用しました

本社、各現場で実施しました

静岡県に電子申請にて報告しました

エアコンの適度な温度調整（気温によって変更）（夏は28℃、冬は23℃が基本）

冷暖房の消し忘れ防止の為の切りタイマー設定（午後7時）

エアコンのフィルターの定期的な清掃（年2回程度）

夏期は緑のカーテン、屋上散水などを実施し冷房の使用を抑制する

デマンド監視システムを活用し常に電力量を確認する

-6-



不要な照明は消灯する

不必要なＯＡ機器・空調の電源を切る

エアコンの適度な温度調整（気温によって変更）　（夏は28℃、冬は23℃が基本）

冷暖房の消し忘れ防止の為の切りタイマー設定（午後7時）

エアコンのフィルターの定期的な清掃（年２回程度）

すべての社用車の点検（３カ月単位）

定期的なエンジンオイル交換・タイヤの空気圧チェック

エコドライブの徹底（急発進・空ふかしをしない）

毎月の給油数、走行距離を記載した運行記録簿を提出する

必要最小限な荷物しか車両に載せない（安全環境室による確認）

燃費の悪い車両の見直し

ハイブリッド車の導入を検討(予算による）

生産性向上(ICT、DX導入）、施工ミスの撲滅、残業時間の抑制

週休2日相当での施工を実施（休日確保の取組）

材料の歩留率の向上

工事施工検討会、工事反省会、幹部会をリモートで実施

定期的に漏水確認を行う

雨水を有効活用する

節水を促す注意書きをする

可燃ごみ・不燃ごみの分別収集

缶・瓶・ペットボトルの分別収集

産業廃棄物の分別収集

マニフェスト伝票の集計、管理、交付状況報告

コピー用紙の両面印刷

裏紙をＦＡＸ用紙やメモ用紙として再利用する

仮設材の再利用を推進する

残木材等を使用し工事看板、PR看板を作成する

ペットボトルのキャップ、古切手、ベルマークを島田社会福祉協議会に寄付する

災害時など地域支援・行政などによる救援活動への協力

水使用量の削減

廃棄物の削減

会議はプロジェクター、チームスを使用し、社内連絡は携帯メールを使用しペーパーレスに取組む

本社及び現場周辺の清掃活動、イベントに積極的に参加、協力し地域住民とのコミュニケーションをとる

工期短縮

管理部　鍋島

新技術の提案

管理部　松永

重機、仮設材等のリース期間を短縮し経費削減を図る

管理部　松永

島田建設業協会、島田建進会でのボランティア活動に積極的に参加する
地域貢献

月一回の事業主パトロール時に環境項目に着目し確認を行う

コロナ感染対策を行い社員、家族、協力業者の健康維持に努める

現場で使用する重機が適正配置されているか確認する（低騒音型重機使用）

管理部　松永

デマンド監視システムを活用し常に電力量を確認しピーク時には抑制するよう注意喚起を行う

管理部　鍋島

地域住民へ配慮をした工法の選択し環境災害を発生させない取組を行う

土木部　岩崎

令和4年7月1日

令和4年度　主な環境経営活動計画

活動計画 詳細

燃料使用量の削減

電力使用量の削減

担当者

夏期は緑のカーテン、屋上散水を実施し冬季はウォームビズを進めて冷暖房の使用を抑制する

作業休憩時には車両、重機のエンジンを停止する(スプリングワイヤー使用）
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環境経営活動の取組評価

購入電力量

　本社で使用する電力使用量の内訳を確認すると冷暖房の使用が大きな割合を占めています。

夏季では連日の猛暑が続き各部屋で冷房の使用が多くなっています。少しでも使用を抑制する

為に扇風機の併用、エアコンフィルターの清掃などを実施し工夫を行っています。また、例年行

っている緑のカーテンや屋上散水などを継続して行っています。

　冬季ではウォームビズやスポット的にストーブを使用しています。しかしコロナ禍で定期的に換

気を行っている影響もあり設定温度や使用頻度で難しい点もあります。

ガソリン使用量、軽油使用量、灯油使用量

　保有する車両台数が７３台あり活動範囲も東部から中西部まで広範囲である事からガソリン使

用料は増加傾向にあります。コロナ禍で乗り合わせも自粛している事もあり車両の使用も増加し

ています。できる取組としてエコドライブの励行や燃費を計測し運転技術の向上に努めています。

また、燃費の良くない車両は入替を行うようにしています。

　重機オペレーターには作業前確認で安全、操作確認を行い無駄の無い運転をするように注意

喚起を行っています。また今年度中に重機を2台売却しました。今後は建設ICTを活用できる

重機の購入を検討しています。

LPガス使用量

　ガスの使用は営業所のみです。引き続き営業所で無駄のないよう注意していきます。

水道使用量

　本社では井戸水が使用できる為トイレの使用や車両の洗車に使用しています。また、雨水タ

ンクを設置して樹木等への散水に利用しています。メーター機の設置が無い為使用している

数量は把握していませんが限りある資源の為有効に使用しています。

(一般）廃棄物排出量

　電子化を社内で進めるため紙媒体での保存からスキャナ保存に変更するなど紙媒体の使用

を削減する取組を行っています。会議資料や社内連絡は携帯メールや社内掲示板を活用して

います。
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産業廃棄物排出量

　現場毎廃棄物を分別回収し産業廃棄物処理会社に委託し処分を行っています。年一回の

行政への報告、追跡確認などを適正に行い管理しています。

工期短縮

　働き方改革を実践し生産性向上に努めています。今後の課題としてDX化に向けた取組が

急務となっておりIT技術を導入した取組を行い仕事の効率化に努めていきます。

取組状況

安全大会実施

現場事務所でのコロナ対策

ゴーヤで緑のカーテン

本社でのコロナ感染対策
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ドローンによる空撮導入

社会貢献（現場周辺清掃） 重機から燃料漏れを想定した訓練

AED講習 災害時机上訓練

現場からリモート会議を実施
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１.　環境関連法規の遵守状況

評価日　　令和　4　年　　6月　　15　日　　　評価者　　松永

条項 適用内容または規制基準値 備考 遵守評価

第6条の2第6項 市のルールに従った分別と搬出及び業者委託 業者委託時は許可証確認（契約書作成が望ましい） 〇

第12条第2項 廃棄物の悪臭・飛散・地下浸透防止 保管場所での環境被害防止 〇

第12条第2項 産業廃棄物保管場所への掲示板の設置 掲示板設置（60㎝×60㎝以上の大きさ） 〇

第12条第5項 産業廃棄物運搬業者並びに処分業者との委託契約 契約書の締結及び保存 〇

第12条第9、10項 産業廃棄物多量排出事業者の処理計画及び実施状況報告 6月30日までに許可権者に報告（前年度発生量が千トン超のとき） 〇

第12条の2第8項 特別管理産業廃棄物管理責任者の選任と届出 有資格者を選任（特管排出事業者のみ） 該当なし

第12条の3第1項 マニフェストの交付 A票（委託時、電子マニは3日以内） 〇

第12条の3第2、6項 マニフェストの保管 A票～E票：5年間 〇

第12条の3第6項 マニフェストの期間内返却の確認 B2及びD票：90日以内、E票：180日以内 〇

第12条の3第7項 産業廃棄物管理票交付等状況報告 6月30日までに許可権者に報告（電子マニ分は猶予） 〇

第8条 産業廃棄物管理責任者の設置 資格は問わない 〇

第10条 実地確認の実施と記録保存
処分委託先の年1回の実地確認と記録作成5年間保存（委託先が優
良認定業者あるときは免除）

〇

第5条 建設業者の責務 分別の励行、リサイクルの推進 〇

第9条 対象建設工事受注者又は自主施工者の分別解体等の実施

解体工事-床面積合計80㎡以上
新築・増築工事-床面積合計500㎡以上
その他の工作物に関する工事（土木工事等-請負代金額500万円以
上）

〇

第10条 対象建設工事受注者又は自主施工者の分別解体等の届出 発注者に工事計画等を説明し工事着手7日前までに市長に届出書を提出 〇

第12条 対象建設工事受注者の発注者への届出事項の説明 〇

第16条 対象建設工事受注者の再資源化等の説明 〇

第18条
対象建設工事受注者の元請業者による発注者への特定建設資源廃棄物の再資源
化工事等の完了報告

発注者への完了報告 〇

第31条 技術監理者の設置（解体工事の監督） 〇

第14条 特定建設作業の実施の届出 バックホウ（原動機定格出力80ｋＷ以上）を使用する作業 該当なし

第15条 特定施設の届出改善勧告及び改善命令 規制基準の遵守（指定地域・時間帯規制） 〇

第14条 特定建設作業の実施の届出 くい打機 該当なし

第15条 特定施設の届出改善勧告及び改善命令 規制基準の遵守（指定地域・時間帯規制） 〇

第10条 浄化槽の保守点検及び清掃の実施 保守点検及び定期清掃の実施 〇

第5条 浄化槽の使用開始報告書の提出 使用開始から30日以内に県知事へ提出 〇

第7条 設置後の水質検査の実施 設置3ヶ月経過した日から5か月の間 〇

第11条 指定検査機関による水質に関する検査の実施 法定検査の実施（1回／年） 〇

家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法） 第6条 特定家庭用機器廃棄物の収集・運搬をする者等への適切な引き渡し、料金の支払 指定家電（テレビ・冷蔵庫他）廃棄時のサイクル料金の支払 該当なし

第8条 使用済自動車の引渡義務

第73条 使用済自動車の引き取り業者への引き渡し リサイクル料金の支払（廃車時）

第16条

冷凍空調機器：全ての第一種特定機器が対象
①自身での「簡易点検（3ヶ月に1回以上）」実施
圧縮機電動機定格出力に応じ有資格者による「定期点検」
②空調機（50ｋＷ以上）1年に1回以上
③空調機（7.5ｋＷ～50ｋＷ未満）3年に1回以上
④冷凍冷蔵機器（7.5ｋＷ以上）1年に1回以上

①企業・法人の管理者が確認
②、③、④
有資格者による定期点検実施

〇

第41条 第1種特定製品廃棄等実施者の引渡義務 製品管理者のフロン類回収業者へのフロン類の引き渡し義務 該当なし

第3条の1 国土交通大臣に対する一般建設業の許可の申請 〇

第25条第1項 主任技術者の設置 〇

第25条第2項 監理技術者の設置 〇

建築物省エネ法 第36条 建築主の性能向上努力義務 該当なし

第71条 騒音に係る特定建設作業の実施の届出（工事開始7日前） 鉄骨及び橋りょうの組み立て作業 〇

第72条 改善勧告及び改善命令 規制基準の遵守 〇

第88条 振動に係る特定建設作業の実施の届出（工事開始7日前） くい打機（振動規制法の特定建設作業に準ずる） 〇

第89条 改善勧告及び改善命令 規制基準の遵守 〇

法令 リサイクル法（資源の有効な利用の促進に関する法律） 第4条 指定再資源化製品のリサイクル（適正廃棄） パソコン、小型二次電池等の廃棄時 該当なし

当社における上記の環境関連法規等について遵守の見直しを行った結果違反はありませんでした。
また、3年間に渡り違反及び利害関係者からの訴訟はありません。

廃棄物処理法（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）

静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例

建設リサイクル法（建設工事に係る資材の再資源
化等に関する法律）

騒音規制法

振動規制法

法律・条例

該当なし

フロン排出抑制法（フロン類の使用の合理化及び
管理の適正化に関する法律）

建設業法

静岡県条例 静岡県生活環境の保全等に関する条例

浄化槽法

自動車リサイクル法（使用済自動車の再資源化等
に関する法律）
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評価日　令和４年７月３１日

項目

コロナ禍で相乗りができない状況になり社員一人一人の運転技術の向上が

見直し項目 変更の有無

エコアクション２１を認証取得して１２年が経過し年々従業員の環境に対する
意識が高まっているのを実感しています。
環境負荷の低減に努めて事業活動を行ってはいますが受注内容によっては
目標達成できない業務もあります。そんな中でも環境に配慮した工法の技術
提案を行いより良い工法を選択し社会貢献を行っています。
また、働き方改革も急務であり休日の確保、残業の抑制などが課題ではあり
ますが、ICT技術の導入、技術力を強化して生産性向上に努めて参ります。
脱炭素社会に向けて社会全体で環境に対する関心度が増してきていますが
弊社も遅れを取らないようエコアクション２１の活動を通じて貢献できるように
努力していきます。

全体の評価

次年度の環境目標見直し 有　・　無

取組内容 有　・　無

環境経営に関する組織 有　・　無

代表者による評価と見直し

指示事項

環境経営方針 有　・　無

環境経営目標・計画 有　・　無

工期短縮
仕事の効率化、生産性向上に向けた取組を実践していますが課題も多く
あり苦労している点もあります。工期短縮を達成する事で現場環境や経費
の負担を抑制する事ができるので引き続き努力していきます。

地域貢献
昨年から引き続きコロナ禍で地域貢献活動も制限される中で独自の取組
として現場周辺の清掃活動、エコキャップ、古切手の回収活動などに参加
して社会貢献致しました。

一般廃棄物
紙媒体での使用を抑制する為に社内連絡はメールや電子掲示板を使用
しています。また全体会議ではオンラインを使用して本社と現場を繋いで
会議が可能な設備を導入しました。

産業廃棄物

現場では産業廃棄物のBOXを設置し分別回収を行っています。
また、年一回の行政への報告や廃棄物処理委託会社の実地確認など
適正に管理を行っています。

ガス使用量
本社では設備が無いため使用はありません。

水使用量
本社では上水道と井戸水を併用して使用しています。
飲水以外では井戸水が使用できる為、様々な用途に使用しています。
メーター機は無い為、使用量は把握していませんが今後も節水に努めます。

求められます。引き続きエコドライブの励行に努めていきます。
また、各車両の運行記録簿を毎月提出し燃費を計算しています。車両の
入替を行う際には参考にしています。

軽油使用量
重機使用前点検で燃料漏れなどを確認し、現場施工前に重機オペレーター
の教育を行い環境について理解を深めています。無理、無駄の無い機械
操作をするように指導しています。

ガソリン使用量

代表者による全体の取組状況の評価及び見直しの結果

確認内容

購入電力量
冷暖房の使用が大きく影響しています。異常気象による大幅な温度変化に
過度の温度設定を行ったりするケースも見受けられましたが電力デマンドや
監視を強化し過剰の使用を抑制しています。
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